
2026年4月以降に適用される算定諸元を使用する場合の単価
令和8年 4月 1.62
5月 1.16
6月 0.71
7月 0.43
8月 0.47
9月 0.21
10月 0.41
11月 0.66
12月 1.00
令和9年 1月 1.26
2月 1.45
3月 1.61

現行の算定諸元を使用する場合の単価
令和8年 4月 -8.14
5月 -8.24
6月 -8.52
7月 -9.25
8月 -9.87
9月 -10.16
10月 -10.15
11月 -9.42
12月 -8.86
令和9年 1月 -8.31
2月 -8.33
3月 -8.31

「2026年4月以降に適用される算定諸元を使用する場合の単価」とは、みなし小売電気事業
者が2025年10月3日付で公表している資料「高圧および特別高圧の燃料費等調整の見直し概
要」に記載の燃料費調整および市場価格調整における算定諸元で計算した単価を指してい
ます。
https://www.tohoku-epco.co.jp/news/normal/__icsFiles/afieldfile/2025/10/03/b_1247613.pdf


